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同
和
問
題
（
部
落
問
題
）、

１
９
６
５
年
頃
の
神
奈
川

県
の
地
域
の
様
子

　

神
奈
川
県
下
の
部
落
は
、

第
１
に
『
救
急
車
や
消
防
車

も
入
れ
な
い
細
い
道
や
、
高

校
進
学
率
な
ど
著
し
い
格
差

が
あ
り
、
職
業
は
天
候
に
左

右
さ
れ
る
日
雇
や
ひ
と
り
親

方
的
な
自
営
業
が
多
数
を
占

め
る
』
と
い
う
、
厳
し
い
格

差
の
実
態
が
あ
り
ま
し
た
。

　

第
２
に
差
別
事
象
に
つ
い

て
秦
野
で
は
『
部
落
の
人
と

同
じ
学
校
に
通
学
さ
せ
た
く

な
い
』
と
か
、
伊
勢
原
で
は

『
結
婚
式
に
相
手
方
が
誰
一

人
参
加
し
な
か
っ
た
』
と

か
、
平
塚
で
も
『
結
婚
し
て

20
年
も
経
つ
が
、
今
だ
に
親

戚
づ
き
あ
い
が
な
い
』
な
ど

環
境
の
悪
さ
や
日
常
の
中
で

差
別
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。

　
１
９
７
５
年
に
同
和
問
題

が
解
決
さ
れ
た
状
態
と
し

て
「
４
つ
の
指
標
」
で
解

決
目
標
を
明
確
に

　

①
部
落
が
生
活
環
境
や
労

働
、
教
育
な
ど
で
周
辺
地
域

と
の
格
差
が
是
正
さ
れ
る
こ

と
、
②
部
落
問
題
に
対
す
る

非
科
学
的
認
識
や
偏
見
に
基

づ
く
言
動
が
そ
の
地
域
社
会

で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
状
況

が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
こ
と
、

③
部
落
差
別
に
か
か
わ
っ
て

部
落
住
民
の
生
活
態
度
、
習

慣
に
み
ら
れ
る
歴
史
的
後
進

性
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
、
④

地
域
社
会
で
自
由
な
社
会
的

交
流
が
進
展
し
連
帯
・
融
合

が
実
現
す
る
こ
と
、
で
す
。

今
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か

（
到
達
点
）

　

１
９
６
５
年
に
同
和
対
策

審
議
会
の
答
申
が
だ
さ
れ
、

政
府
は
４
年
後
に
本
格
的
な

同
和
対
策
に
着
手
。
そ
れ
に

と
も
な
い
都
府
県
、
市
町
村

も
本
格
的
に
取
り
組
み
を
開

始
。
そ
の
結
果
、
生
活
分
野

の
格
差
が
是
正
さ
れ
環
境
改

善
に
つ
い
て
も
住
民
合
意
が

あ
る
と
こ
ろ
で
は
基
本
的
に

完
了
し
ま
し
た
。
交
際
や
結

婚
分
野
等
で
も
解
決
が
進

み
、
問
題
が
発
生
し
て
も
そ

れ
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
こ

と
が
実
現
し
て
い
ま
す
。　

　
　残

さ
れ
て
い
る
最
終
仕
上
げ

の
課
題

　

関
係
住
民
に
関
係
す
る
事
柄

　

①
中
高
齢
者
の
一
部
に
あ

る
被
害
者
的
意
識
の
克
服
の

課
題
、
②
関
係
地
区
内
で
新

旧
住
民
が
解
け
合
う
課
題
、

③
周
辺
地
域
住
民
と
の
連
帯

と
融
合
の
促
進
、
④
借
入
金

の
返
済
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
「
借
り
た
も
の
は
返
す
」

こ
と
が
基
本
で
す
。

　

行
政
や
議
会
に
関
係
す
る
事
柄

　

①
神
奈
川
県
の
行
政
は
、

「
同
和
地
区
の
指
定
の
解
除

問
題
は
、
同
和
対
策
事
業
の

終
結
と
と
も
に
解
除
し
た
」

と
答
え
て
い
ま
す
。

　

②
行
政
窓
口
の
同
和
名
称

廃
止
に
つ
い
て
、
行
政
窓
口

の
名
称
は
見
直
し
の
検
討
が

進
み
「
人
権
」
と
い
う
窓
口

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

③
同
和
教
育
・
同
和
教
育

基
本
方
針
の
廃
止
に
つ
い

て
、
現
在
の
同
和
教
育
は
人

権
教
育
そ
の
も
の
に
な
っ
て

お
り
、
同
和
教
育
は
そ
の
役

目
を
果
た
し
終
え
ま
し
た
。

　

④
同
和
啓
発
の
廃
止  

　

神
奈
川
県
で
は
就
職
差
別

や
結
婚
差
別
で
具
体
的
な
人

権
侵
害
は
20
年
間
発
生
し
て

い
ま
せ
ん
。

　

社
会
的
現
象
に
関
係
す
る
事
柄

　

①
「
確
認
・
糾
弾
会
」
に

よ
る
偏
見
の
克
服
。
神
奈
川

県
内
で
は
、
行
政
が
参
加
し

な
い
の
で
２
０
０
１
年
以
降

「
確
認
・
糾
弾
会
」
は
行
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

②
エ
セ
同
和
行
為
・
利
権

あ
さ
り
の
根
絶
に
つ
い
て
、

神
奈
川
県
下
の
行
政
が
毅
然

と
し
た
対
応
を
取
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
県
内
で
は
出
来

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
 

　

さ
い
ご
に　

　

神
権
連
は
、
同
和
問
題
解

決
の
最
終
仕
上
げ
の
課
題
と

地
域
に
お
け
る
暮
ら
し
と
人

権
を
守
る
課
題
に
取
り
組

み
、
対
象
地
域
を
少
し
広
げ

「
な
ん
で
も
相
談
」
を
推
進

し
て
い
ま
す
。
そ
の
相
談
内

容
は
、
生
活
、
法
律
、
教

育
、
労
働
、
家
庭
、
住
ま

い
、
営
業
、
保
健
、
税
務
、

年
金
、
保
険
、
人
権
、
環
境

等
の
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。
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連　載
（第15回）

地
域
人
権
・
民
主
主
義
・
憲
法

岡
山
大
学
名
誉
教
授　

小お

ば

た畑　

隆た
か
よ
し資
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訂正とお詫び
　先月号１面の神奈川県連の長
嶋茂書記長の報告で、「神奈川県
が同和地区指定の解除、行政窓
口から同和の名称を廃止、同和
教育・ 同和教育基本方針を廃止
した」とありますが、正しくは
「同和地区指定解除したのは神
奈川県内の関係自治体で、神奈
川県はまだ同和教育・ 同和教育
基本方針を廃止していません。
また県内の秦野市と厚木市の教
育委員会が廃止の方向で検討し
ています」。
　ここに訂正し関係者にお詫び
致します。


